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補助事業における利益等排除の考え方 

 

 補助事業において、補助対象経費の中に事業実施主体の自社製品の調達又は関係会社か

らの調達分がある場合、補助対象事業の実績額の中に事業実施主体の利益等相当分が含ま

れることは、調達先の選定方法如何にかかわらず、補助事業の目的上ふさわしくないた

め、以下のとおり利益等相当分の排除を行うものとする。  

 

１ 利益等排除の対象となる調達先  

  事業実施主体が以下の（１）～（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の

会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とす

る。  

（１）事業実施主体自身  

（２）100％同一の資本に属するグループ企業  

（３）事業実施主体の関係会社（事業実施主体との関係において、財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和 38年大蔵省令第 59号）第８条の親会社、子会社

及び関連会社並びに事業実施主体が他の会社等の関連会社である場合における当該他

の会社等をいい、上記（２）を除く。以下同じ。）  

 

２ 利益等排除の方法  

（１）事業実施主体の自社調達の場合  

当該調達品の製造原価をもって補助対象額とする。  

（２）100％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合  

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもっ

て交付金対象額とする。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独

の損益計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」と

いい、売上総利益率がマイナスの場合は０とする。）をもって取引価格から利益相当

額の排除を行う。  

（３）事業実施主体の関係会社からの調達の場合  

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計

以内であると証明できる場合、取引価格をもって交付金対象額とする。これにより難

い場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対す

る営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０と

する。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行う。  

注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対す

る経費であることを証明するものとする。また、その根拠となる資料を提出するも

のとする。  


